
乾
隆

『

上
饒
県
志』

に
関
す
る
一
考
察
―
禁
山
政
策
に
関
す
る
記
述
を
中
心
に
―

日

野

康

一

郎

一

は
じ
め
に

中
国
史
研
究
に
お
い
て
は
、
档
案
や
実
録
・
正
史
・
野
史
の
類
等
々
、
様
々
な
史
料
が
使
わ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
地
方
志
と
呼
ば
れ

る
史
料
が
あ
る
。｢

地
方
志｣

と
は
、
各
行
政
区
の
歴
史
・
地
理
な
ど
に
つ
い
て
記
し
た
書
物
を
い
い
、
行
政
区
ご
と
に

｢

省
志｣

・｢

府

志｣

・｢

県
志｣

な
ど
が
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
起
源
は
古
く
、
春
秋
戦
国
時
代
ご
ろ
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
編
纂
が
一

般
化
す
る
の
は
北
宋
の
こ
と
で
あ
り
、
各
地
で
盛
ん
に
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
明
代
、
特
に
明
後
期

(

嘉
靖
〜
万
暦
期
ご
ろ)

以
降
の
こ
と
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
も
、
現
地
の
歴
史
地
理
の
ほ
か
、
そ
の
地
域
の
習
俗
や
物
産
、
官
制
・
軍
事
・
事
件
・
人
物

な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
当
該
地
方
の
総
合
書
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
文
献
の
こ
と
を

｢

地
方
史｣

と
は
い
わ
ず
、｢

地

方
志｣

と
い
い
、
中
国
史
研
究
者
に
と
っ
て
、
当
時
の
地
域
社
会
の
実
情
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
貴
重
な
史
料
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る

(

１)

。

そ
の
数
は
、
一
九
四
九
年
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
、
八
二
六
四
種
類
あ
る
と
い
わ
れ
て
お
り
、
所
蔵
場
所
も
、
中
国
大
陸
・
台

湾
だ
け
で
な
く
、
欧
米
や
日
本
の
研
究
機
関
ま
で
広
範
囲
に
及
ぶ
。
日
本
に
は
、
東
洋
文
庫
・
国
立
国
会
図
書
館
・
国
立
公
文
書
館

(

内

一



閣
文
庫)

・
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
等
に
こ
れ
ら
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
な
か
で
も
東
洋
文
庫
に
は
約
三
〇
〇
〇
種
保
存
さ
れ
て

い
て
、
所
蔵
数
が
最
も
多
い

(

２)

。

本
稿
で
は
、
そ
の
東
洋
文
庫
所
蔵
の
地
方
志
の
中
か
ら
、
乾
隆

『

上
饒
県
志』

を
紹
介
し
た
い
。
こ
の
史
料
は
、
乾
隆
四
九
年

(

一
七

八
四)

に
、
広
信
知
府
連
柱
や
上
饒
知
県
程
肇
豊
ら
が
中
心
と
な
っ
て
編
纂
さ
れ
た
。
連
柱
は
満
洲
正
白
旗
の
人
で
、
乾
隆
四
七
年

(

一

七
八
二)

に
広
信
知
府
と
な
っ
た

(

３)

。
程
肇
豊
は
浙
江
省
帰
安
県
の
人
で
乾
隆
四
六
年

(

一
七
八
一)

に
上
饒
知
県
に
赴
任
し
て
い
る

(

４)

。
上

饒
県
は
、
江
西
省
の
東
北
に
あ
る
県
で
、
江
西
省
広
信
府
の
管
轄
下
に
あ
る
。
日
本
人
に
は
な
じ
み
の
な
い
県
で
あ
る
が
、
こ
の
県
の
特

色
は
、
こ
こ
に

｢

禁
山｣

(｢

封
禁
山｣)

と
呼
ば
れ
る
特
別
な
区
域
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
禁
山
と
は
、
政
府
の
許
可
な
く
入

る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
た
山
の
こ
と
を
い
う
。
そ
の
理
由
は
、
主
に
、
盗
賊
や
反
乱
勢
力
の
根
拠
地
に
な
る
の
を
防
ぐ
と
い
う
、
治
安
対
策

か
ら
と
ら
れ
、
銅
塘
山
と
呼
ば
れ
る
山
が
そ
の
区
域
に
指
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
歴
史
は
古
く
、
す
で
に
宋
元
時
代
に
は
山
地
へ
の
立
ち

入
り
が
制
限
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
が
明
代
に
も
引
き
継
が
れ
て
、
禁
山
と
し
て
確
立
し
た
。
こ
う
し
た
山
区
は
、
上
饒
県
以
外
に

も
設
置
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
明
の
政
策
を
、
一
般
に
禁
山
政
策
と
呼
ん
で
い
る

(

５)

。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
侵
入
を
禁
じ
て
も
、
禁
山
区
に
あ
る
樹
木
や
鉱
山
な
ど
の
山
地
資
源
を
ね
ら
い
、
山
地
へ
と
侵
入
す
る
人
々
は

後
を
絶
た
な
か
っ
た
。
禁
山
の
歴
史
は
、
未
開
発
地
域
で
あ
る
禁
山
区
を
開
発
し
よ
う
と
す
る
勢
力
と
、
こ
れ
を
防
ぎ
、
あ
く
ま
で
禁
山

を
維
持
し
よ
う
と
す
る
政
府
の
衝
突
の
歴
史
で
も
あ
り
、
王
朝
の
秩
序
を
揺
る
が
す
反
乱
や
暴
動
に
発
展
す
る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
。

不
法
侵
入
し
た
人
々
は
、
樹
木
の
伐
採
、
鉱
山
の
採
掘
、
田
畑
の
開
墾
な
ど
を
行
い
、
政
府
の
取
り
締
ま
り
に
は
武
力
で
抵
抗
し
た
。
明

中
期
に�
茂
七
・
葉
宗
留
の
反
乱
が
起
き
、
明
の
政
治
体
制
を
動
揺
さ
せ
た
が
、
葉
宗
留
は
、
こ
う
し
た
武
装
勢
力
の
一
つ
で
あ
っ
た

(

６)

。

二
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ま
た
、
こ
の
よ
う
に
非
合
法
的
手
段
で
活
動
を
続
け
る
人
々
が
い
る
一
方
で
、
政
府
に
山
地
開
発
す
る
こ
と
の
利
を
説
き
、
許
可
を
も

ら
っ
て
、
合
法
的
に
山
に
入
る
こ
と
を
試
み
る
者
も
出
て
き
た
。
民
間
の
開
発
業
者
や
商
人
た
ち
は
、
た
び
た
び
、
政
府
に
開
発
を
進
言

し
、
万
暦
年
間

(

一
五
七
二
〜
一
六
二
〇)

、
つ
い
に
禁
山
区
開
発
の
命
が
下
さ
れ
る
に
至
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
山
地
開
発

の
た
め
の
徴
発
に
反
発
す
る
地
元
県
民
た
ち
が
二
度
に
わ
た
っ
て
暴
動
を
起
こ
し
、
開
発
計
画
は
中
止
に
追
い
込
ま
れ
た

(

７)

。
以
降
、
明
滅

亡
ま
で
、
禁
山
が
解
禁
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
清
代
に
入
る
と
、
こ
の
明
の
政
策
を
引
き
継
ぐ
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
開
発
し
て
山
地
資
源
を
活
用
す
る
か
、
た
び
た
び
議
論

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、
早
く
も
、
満
洲
族
に
よ
る
中
国
本
土
の
統
治
が
始
ま
っ
た
順
治
年
間

(

一
六
四
三
〜
六
一)

に
始
ま
っ

て
い
る
。
発
端
は
、
清
の
宗
族
の
張
国
材
が
銅
塘
山
の
開
発
を
進
言
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
時
、
江
西
巡
撫
で
あ
っ
た
蔡
士
英
が
銅
塘

山
を
調
査
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
彼
は
広
信
知
府
や
上
饒
知
県
な
ど
、
配
下
の
各
地
方
官
に
、
禁
山
に
関
す
る
報
告
を
提
出
さ
せ
た
。
そ

の
結
果
、
蔡
は
、
地
方
官
ら
の
報
告
に
基
づ
い
て
、
禁
山
政
策
を
維
持
す
べ
き
こ
と
を
上
奏
し
、
そ
れ
が
裁
可
さ
れ
て
い
る

(

８)

。
ま
た
、
雍

正
年
間

(

一
七
二
二
〜
三
五)

に
も
禁
山
区
を
開
発
す
べ
き
か
が
議
論
さ
れ
、
時
の
江
西
巡
撫
が
、
先
の
蔡
士
英
の
上
奏
を
参
照
し
、
自

ら
も
調
査
を
行
っ
て
、
禁
山
を
継
続
す
べ
き
こ
と
を
上
奏
し
、
引
き
続
き
、
銅
塘
山
へ
入
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
た

(

９)

。
そ
し
て
、
最
後
に
議

論
に
な
っ
た
の
が
、
乾
隆
帝
の
時
代

(

一
七
三
五
〜
九
五)

で
あ
っ
た
。

｢

乾
隆
盛
世｣

の
時
代
、
人
口
の
増
加
と
海
外
か
ら
の
銀
の
流
入
に
よ
る
物
価
高
騰
が
問
題
に
な
り
始
め
、
そ
の
問
題
解
決
の
手
段
と

し
て
、
山
地
を
開
発
し
て
山
地
資
源
を
利
用
す
べ
き
か
ど
う
か
、
乾
隆
帝
自
ら
、
官
僚
ら
に
諮
問
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
、
も
と
江
西

巡
撫
で
あ
っ
た
陳
弘
謀
が
、
山
地
の
環
境
と
治
安
維
持
に
配
慮
し
た
具
体
的
な
山
地
開
発
の
計
画
を
上
奏
す
る
の
で
あ
る
が
、
他
官
僚
の

四



反
対
に
あ
い
、
実
施
さ
れ
る
こ
と
な
く
終
わ
る
。
そ
の
後
、
江
西
巡
撫
胡
寶�泉
や
広
信
知
府
五
諾
璽
が
禁
山
の
維
持
・
強
化
を
進
め
る
上

奏
を
相
継
い
で
提
出
し
、
こ
れ
が
裁
可
さ
れ
た

(�)

。
以
降
、
山
地
開
発
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
禁
山
政
策
は
、
清
の
政
策
と
し

て
定
着
し
、
清
末
に
至
る
ま
で
禁
山
政
策
は
続
け
ら
れ
た
。

今
回
、
紹
介
す
る
、
乾
隆

『

上
饒
県
志』

は
、
ち
ょ
う
ど
、
こ
の
禁
山
政
策
の
継
続
が
決
定
し
て
以
後
、
刊
行
さ
れ
た
最
初
の

『

上
饒

県
志』

で
あ
り
、
掲
載
さ
れ
た
禁
山
に
関
す
る
記
述
を
読
む
と
、
禁
山
政
策
が
明
の
政
策
か
ら
、
清
の
政
策
と
し
て
定
着
し
て
い
く
様
が

読
み
取
れ
る
。
明
清
王
朝
が
、
山
間
部
を
ど
の
よ
う
に
管
理
し
、
自
然
環
境
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
重

要
な
史
料
の
一
つ
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
乾
隆

『

上
饒
県
志』

に
つ
い
て
、
特
に
禁
山
政
策
に
関
す
る
記
述
に
注
目
し
て
、
こ
れ
を

紹
介
、
考
察
し
て
み
た
い
。

二

乾
隆

『

上
饒
県
志』

の
禁
山
に
関
す
る
記
述
に
つ
い
て

乾
隆

『

上
饒
県
志』

の
構
成
は
、
首
巻
に
序
文
・
原
序
・
凡
例
・
目
録
・
姓
氏
・
絵
図
の
項
目
が
並
び
、
以
下
、
巻
一
天
文
、
巻
二
地

理
、
巻
三
建
置
、
巻
四
賦
役
、
巻
五
学
校
、
巻
六
武
備
、
巻
七
秩
官
、
巻
八
明
宦
、
巻
九
選
挙
、
巻
一
〇
人
物
、
巻
一
一
列
女
、
巻
一
二

方
外
、
巻
一
三
雑
記
、
と
続
く
。
こ
の
う
ち
、
禁
山
政
策
に
つ
い
て
は
、
巻
六
武
備
の
な
か
に
あ
る

｢

阨
塞｣

と
い
う
項
目
に
載
せ
ら
れ

て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
ま
ず
、
上
饒
県
が
福
建
省
や
浙
江
省
を
抑
え
、
山
々
に
囲
ま
れ
た
江
西
省
東
部
の
要
地
で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の

五
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次
に
、
禁
山
が
ど
の
よ
う
な
山
で
あ
る
か
が
以
下
の
よ
う
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

封
禁
山
。
一
名
銅
塘
。
県
南
百
里
。
五
十
・
五
十
二
・
三
・
四
都
に
接
壤
す
。
山
形
の
周
亘
三
百
餘
里
。�
・
浙
交
会
の
所
な
り
。

巉
巌
嶮
峻
に
し
て
、
猛
獣
叢
居
し
、
田
の
墾
す
べ
き
無
く
、
木
の
採
る
べ
き
無
く
、
亦
絶
え
て
銅
銕
砂
苗
無
く
、
惟
だ
盗
賊
、
入
険

負
固
に
利
す
。
在
昔
の
寇
乱
は
此
れ
よ
り
醸
釁
す
。
是
を
以
て
歴
代
封
禁
し
、
明
に
入
り
て�
鑰
、
愈
厳
。
今
、
高
洲
・
源
口
・
船

坑
の
三�
を
設
け
、
兵
を
駐
し
、
防
守
せ
し
む
。

封
禁
山
は
、
銅
塘
山
と
い
い
、
江
西
省
と
福
建
・
浙
江
両
省
と
の
交
界
に
あ
る
。
地
形
は
険
し
く
、
猛
獣
が
生
息
し
、
田
は
開
墾
で
き
る

所
は
な
く
、
樹
木
は
採
集
で
き
る
も
の
は
な
く
、
ま
た
、
銅
鉄
な
ど
の
鉱
物
資
源
は
な
い
。
た
だ
盗
賊
が
要
害
と
し
て
利
用
で
き
る
だ
け

で
あ
り
、
昔
の
反
乱
は
こ
こ
か
ら
始
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
場
所
を
歴
代
王
朝
が
封
禁
し
、
明
に
な
っ
て
そ
の
政
策
は
ま
す
ま
す
厳
し

く
な
っ
た
、
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
禁
山
区
で
あ
る
銅
塘
山
は
、
江
西
・
福
建
・
浙
江
三
省
に
わ
た
る
広
大
な
山
地
で
、
地
形
は
険
し

く
て
、
人
の
住
め
る
場
所
で
は
な
く
、
利
用
で
き
る
山
地
資
源
も
な
い
、
と
い
う
の
が
、
明
清
の
官
僚
た
ち
の
一
般
的
な
理
解
で
あ
っ
た
。

続
け
て
、
江
西
巡
撫
胡
寶�泉
と
、
広
信
知
府
五
諾
璽
に
よ
る
禁
山
に
関
す
る
上
奏
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
胡
寶�泉
は
、
安
徽
省
歙
県
の

人
で
、
乾
隆
二
〇
年

(

一
七
五
五)

に
江
西
巡
撫
に
赴
任
し
た

(�)
。
五
諾
璽
は
満
洲
正
紅
旗
の
人
で
、
乾
隆
一
九
年

(

一
七
五
四)

に
広
信

知
府
に
赴
任
し
て
い
る

(�)

。
ま
ず
、
江
西
巡
撫
胡
寶�泉
の
記
し
た
上
奏
は
、｢
請
永
禁
疏｣

と
題
さ
れ
、
乾
隆
二
一
年

(

一
七
五
六)

に
提

出
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
は
、
禁
山
区
の
開
発
問
題
に
関
す
る
も
の
で
、
禁
山
区
の
調
査
の
結
果
、
内
部
に
耕
地
に
な
る
よ
う
な
平
地
は
少

七



な
い
こ
と
、
材
木
に
使
え
る
樹
木
は
生
育
し
て
い
な
い
こ
と
、
地
形
が
険
し
い
た
め
入
山
は
困
難
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
し

て
禁
山
区
の
開
発
に
反
対
し
、
む
し
ろ
、
山
区
の
監
視
体
制
を
強
化
す
べ
き
で
あ
る
と
、
禁
山
政
策
の
徹
底
を
求
め
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。胡

の
上
奏
の
次
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
が
、
広
信
知
府
五
諾
璽
が
提
出
し
た

｢

請
罷
弛
封
禁
山
議｣

で
あ
る
。
こ
の
上
奏
は
乾
隆
一
九

年

(

一
七
五
二)

に
提
出
さ
れ
た
。
内
容
は
禁
山
区
の
開
発
に
反
対
し
、
そ
の
継
続
を
主
張
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
五
は
継
続
す
べ

き
理
由
と
し
て
、
①
も
し
、
禁
山
を
解
除
す
る
と
外
地
か
ら
も
民
を
招
く
こ
と
に
な
る
た
め
、
治
安
が
悪
化
す
る
。
②
地
形
が
険
し
く
土

地
も
痩
せ
て
い
て
開
墾
で
き
る
土
地
は
少
な
く
、
開
発
し
て
も
利
益
は
な
い
。
③
民
間
の
資
本
だ
け
で
は
足
り
ず
、
官
が
援
助
す
る
必
要

が
あ
る
。
ま
た
、
兵
員
の
増
員
も
必
要
で
あ
り
、
費
用
の
負
担
が
増
え
る
。
④
僻
地
に
あ
る
た
め
、
殺
人
や
強
盗
の
犯
罪
が
起
き
て
も
対

応
で
き
な
い
。
⑤
開
発
に
必
要
な
財
力
と
労
働
力
が
外
地
よ
り
流
入
し
、
そ
の
規
模
が
大
き
く
な
る
と
、
現
地
の
食
糧
生
産
で
支
え
き
れ

な
く
な
る
、
と
い
う
五
点
を
挙
げ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
禁
山
の
開
発
に
反
対
し
、
そ
の
維
持
・
強
化
を
訴
え
る
上
奏
と
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
上
田
信
氏
の
論
考
に
よ
る
と
、
上
奏
が
出
さ
れ
た
背
景
に
は
、
乾
隆
年
間
に
行
わ
れ
た
山
地
開
発
の
議
論
が

あ
っ
た

(�)

。

乾
隆
年
間
に
入
る
と
、
人
口
の
増
加
と
海
外
か
ら
の
銀
の
流
入
に
よ
る
食
料
の
高
騰
が
問
題
に
な
り
始
め
た
た
め
、
乾
隆
帝
は
、
こ
の

問
題
に
対
処
す
べ
く
、
山
地
資
源
の
開
発
の
是
非
を
官
僚
に
議
論
さ
せ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
、
禁
山
の
開
発
を
唱
え
た
の
が
、
も
と
江
西

巡
撫
で
あ
っ
た
陳
弘
謀
で
あ
っ
た
。
陳
は
、
そ
の
土
地
の
地
形
や
生
態
環
境
を
、
部
下
の
地
方
官
の
報
告
に
よ
り
詳
細
に
把
握
し
た
う
え

で
、
具
体
的
な
開
採
計
画
を
作
り
、
こ
れ
を
上
奏
し
た
。
そ
の
内
容
は
、
本
地
人
に
限
り
禁
山
区
へ
の
入
植
を
許
し
、
そ
の
土
地
に
適
し
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た
農
作
物
を
植
え
て
開
発
を
進
め
る
と
い
う
も
の
で
、
禁
山
区
域
の
自
然
環
境
と
治
安
維
持
に
配
慮
し
た
開
発
計
画
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
の
計
画
案
は
、
福
建
省
や
浙
江
省
を
巻
き
込
ん
だ
議
論
の
末
、
実
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
乾
隆
一
九
年
、
広
信
知
府

五
諾
璽
が
、
先
に
挙
げ
た
禁
山
政
策
の
維
持
を
求
め
る
上
奏
を
出
し
、
乾
隆
二
一
年
に
は
、
江
西
巡
撫
胡
寶�泉
が
禁
山
の
徹
底
化
を
求
め

る
上
奏
を
提
出
す
る
。
こ
れ
ら
は
乾
隆
帝
の
裁
可
を
得
て
、
封
禁
山
開
発
に
関
す
る
議
論
は
最
終
的
に
封
禁
継
続
で
決
着
し
た
の
で
あ
っ

た

(�)
。
以
後
、
政
府
内
で
、
禁
山
政
策
の
是
非
に
つ
い
て
積
極
的
に
議
論
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
清
末
に
至
る
ま
で
、
そ
の
政
策
は
維

持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
乾
隆

『

上
饒
県
志』

巻
六
武
備
、
阨
塞
に
載
せ
ら
れ
た
彼
ら
の
上
奏
は
、
清
の
禁
山
政
策
の
行
方
を
決
定
づ
け

る
役
割
を
果
た
し
た
上
奏
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
上
奏
に
続
き
、
次
の
よ
う
な
一
文
が
続
く
。

前
志
を
按
ず
る
に
載
す
所
の
條
議
・
奏
疏
は
皆
、
当
時
を
規
切
す
る
も
、
今
日
を
補
す
無
し
。
李
鴻
の
考
略
は
博
く
伝
聞
を
採
る
も

徴
実
す
べ
き
に
難
し
。
本
朝
の
蔡
撫
軍
の
一
疏
は
詳
題
に
拠
り
奏
す
る
も
、
尚
お
目
撃
す
る
に
非
ず
。
惟
だ
、
胡
撫
軍
の
疏
、
及
び

五
守
議
は
、
諸
を
得
て
親
ら
勘
し
、
瞭
ら
か
な
る
こ
と
指
掌
の
如
し
。
謹
ん
で
右
に
載
せ
、
以
て
慎
固
封
守
す
る
者
の
一
覧
に
資
す
。

｢

前
志｣

を
考
察
す
る
に
、
掲
載
さ
れ
て
い
る

｢

條
議｣

や

｢
奏
疏｣

は
、
掲
載
当
時
は
戒
め
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
が
、
今
日
は
果

た
し
て
い
な
い
。｢

李
鴻
の
考
略｣

は
広
く
禁
山
に
関
す
る
伝
聞
を
集
め
た
も
の
で
、
実
情
を
知
る
こ
と
が
難
し
い
。｢

本
朝
の
蔡
撫
軍
の

疏｣

は
詳
細
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
自
ら
検
分
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、｢

胡
撫
軍｣

や

｢

五
守
議｣

の
上
奏
は
自
ら
視
察
し
た
も

の
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
に
掲
載
し
、
地
方
を
統
治
す
る
者
の
一
覧
に
資
す
る
こ
と
と
す
る
、
と
あ
る
。
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｢
前
志｣

と
は
、
乾
隆

『

上
饒
県
志』

刊
行
以
前
に
編
纂
刊
行
さ
れ
た

『

上
饒
県
志』

で
あ
り
、
康
熙

『

上
饒
県
志』

と
乾
隆
九
年
刊

『

上
饒
県
志』

を
指
す

(�)
。
こ
れ
ら
の

『

上
饒
県
志』

に
も
禁
山
に
関
す
る
項
目
が
設
け
ら
れ
て
お
り
、
前
者
は
巻
一
〇
要
害
志
、
後
者
は

巻
八
関
梁
、
封
禁
山
考
附
が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
両
者
の
中
に
は
、
陳
九
韶
の

｢

封
禁
條
議｣

、
李
鴻
の

｢

封
禁
考
略｣

・｢

歴
代
法
令｣

、

蔡
士
英
の

｢

封
禁
題
疏｣

な
ど
、
明
末
清
初
期
の
江
西
省
の
地
方
官
た
ち
の
、
禁
山
政
策
に
関
す
る
上
奏
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
史
料
か
ら
、
先
の
引
用
文
に
あ
る

｢

條
議｣

と
は
陳
九
韶
の

｢

封
禁
條
議｣

、｢

李
鴻
の
考
略｣

と
は
李
鴻
の

｢

封
禁
考
略｣

を
指
し
、

｢

本
朝
の
蔡
撫
軍
の
疏｣
と
は
清
代
順
治
年
間
に
江
西
巡
撫
で
あ
っ
た
蔡
士
英
の

｢

封
禁
題
疏｣

を
指
す
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
う
ち
、
陳
九
韶
と
李
鴻
は
、
と
も
に
明
の
万
暦
年
間
に
江
西
省
の
地
方
官
を
務
め
た
人
物
で
、
陳
九
韶
が
広
信
知
府
、
李
鴻
が
上

饒
知
県
で
あ
っ
た
。
陳
の
記
し
た

｢
封
禁
條
議｣

と
は
、
禁
山
区
開
発
を
中
止
す
べ
き
理
由
を
十
カ
条
に
ま
と
め
た
上
奏
で
あ
り
、
李
の

記
し
た

｢

封
禁
考
略｣

と
は
、
禁
山
の
歴
史
地
理
を
開
発
反
対
の
立
場
か
ら
ま
と
め
た
史
料
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
史
料
が
書
か
れ
た
背

景
に
は
、
万
暦
年
間
に
持
ち
上
が
っ
た
禁
山
区
開
発
問
題
が
あ
っ
た
。
そ
の
経
緯
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

時
の
皇
帝
万
暦
帝
は
、
朝
廷
の
財
政
難
を
解
決
す
る
た
め
、
全
国
に
宦
官
を
派
遣
し
、
鉱
山
開
発
や
商
税
の
徴
収
を
行
わ
せ
て
い
た
。

以
前
よ
り
上
饒
県
で
は
、
民
間
の
開
発
業
者
や
商
人
が
禁
山
区
開
発
を
進
言
す
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
こ
の
時
も
、
民
間
業
者
が
、
江

西
省
に
派
遣
さ
れ
て
い
た
宦
官
潘
相
に
、
禁
山
の
樹
木
を
伐
採
し
、
鉱
山
を
開
発
す
る
こ
と
を
勧
め
た
。
潘
相
は
こ
れ
を
受
け
入
れ
、
万

暦
帝
の
許
可
を
得
て
、
禁
山
の
開
発
に
着
手
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
対
し
て
、
上
饒
県
民
た
ち
が
、
開
発
の
た
め
に
人
馬
を

徴
発
さ
れ
た
こ
と
や
、
禁
山
周
辺
の
民
間
所
有
の
山
に
ま
で
開
発
の
手
が
及
ん
だ
こ
と
に
反
発
し
、
二
度
に
わ
た
っ
て
開
発
反
対
の
暴
動

を
起
こ
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
県
民
を
説
得
し
て
、
暴
動
を
鎮
静
化
さ
せ
た
の
が
上
饒
知
県
の
李
鴻
で
あ
り
、
開
発
の
中
止
を
求

一
〇



め
た
の
が
広
信
知
府
陳
九
韶
で
あ
る

(�)

。
陳
九
韶
の

｢

封
禁
條
議｣

と
、
李
鴻
の

｢

封
禁
考
略｣

は
、
万
暦
年
間
の
禁
山
問
題
に
際
し
、
開

発
中
止
を
求
め
た
地
方
官
た
ち
の
史
料
な
の
で
あ
る
。

次
に

｢
封
禁
題
疏｣

は
、
順
治
年
間
に
江
西
巡
撫
で
あ
っ
た
蔡
士
英
の
記
し
た
禁
山
に
関
す
る
上
奏
で
あ
る
。
清
代
に
入
る
と
、
明
代

の
禁
山
政
策
を
引
き
継
ぐ
べ
き
か
、
山
地
資
源
を
開
発
す
べ
き
か
、
た
び
た
び
議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
の
最
初
の
議
論
が

起
こ
っ
た
の
が
、
順
治
年
間
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
発
端
は
、
清
朝
の
宗
族
で
あ
る
張
国
材
が
、
禁
山
の
開
発
を
進
言
し
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
江
西
巡
撫
蔡
士
英
が
禁
山
の
調
査
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
蔡
士
英
は
、
広
信
知
府
や
広
信
府
下
の
各
知
県
に
禁
山
の
調
査
と

報
告
を
命
ず
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
報
告
に
基
づ
き
、
こ
の
ま
ま
禁
山
政
策
を
維
持
す
べ
き
こ
と
を
上
奏
し
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
上
奏

が

｢

封
禁
題
疏｣

で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
上
奏
文
に
は
、
各
地
方
官
か
ら
の
報
告
文
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
特
に
広
信
知
府
と
上
饒
知
県

の
報
告
文
は
、
先
に
登
場
し
た
上
饒
知
県
李
鴻
の
記
し
た

｢

歴
代
法
令｣

を
参
考
に
書
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
清
代
初
期
に
お
い
て
、

明
代
官
僚
の
記
し
た
史
料
が
、
清
代
官
僚
の
判
断
に
一
定
の
影
響
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
禁
山
を
開
発
す
る
か
否
か
の
議
論

は
、
雍
正
年
間
に
も
起
こ
っ
て
お
り
、
そ
の
際
、
時
の
江
西
巡
撫
が
、
山
区
の
調
査
を
行
う
一
方
で
、
こ
の
蔡
士
英
の
上
奏
も
参
照
し
て

い
る

(�)

。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
の

『

上
饒
県
志』

は
、
明
末
清
初
期
の
官
僚
の
上
奏
を
掲
載
し
、
上
饒
県
に
お
い
て
禁
山
を
管
理
す
る

知
県
た
ち
の
参
考
に
す
べ
き
史
料
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
稿
で
紹
介
し
た
、
乾
隆

『

上
饒
県
志』

に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
す
べ
て
今
日
で
は
戒
め
の
役
割
を
果
た
さ
な

い
も
の
、
現
在
の
禁
山
の
実
情
を
反
映
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
掲
載
さ
れ
な
く
な
り
、｢

胡
撫
軍｣

と

｢

五
守
議｣

つ
ま
り
江
西
巡
撫

胡
寶�泉
と
広
信
知
府
五
諾
璽
の
上
奏
こ
そ
、
禁
山
の
実
情
を
記
し
た
も
の
と
し
て
、
新
た
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
乾
隆
帝
の
行

一
一



わ
せ
た
議
論
の
結
果
が
、『

上
饒
県
志』

の
禁
山
に
関
す
る
記
述
に
も
反
映
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
以
後
、
禁
山
政
策
は
、

清
の
政
策
と
し
て
定
着
し
て
い
く
。
そ
れ
は
、
乾
隆
以
後
、
編
纂
さ
れ
た

『

上
饒
県
志』

の
記
述
か
ら
う
か
が
え
る
。

例
え
ば
、
道
光
六
年

(

一
八
二
七)

に
編
纂
さ
れ
た
道
光

『

上
饒
県
志』

に
も
、
禁
山
の
項
目
と
し
て
、
巻
五
、
山
川
、
阨
塞
附
が
設

け
ら
れ
、
禁
山
に
関
す
る
記
述
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
も
、
や
は
り
、
胡
寶�泉
と
五
諾
璽
の
上
奏
が
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
蔡
士
英
の

上
奏
文
も
、
文
章
が
大
幅
に
省
略
さ
れ
た
形
で
は
あ
る
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
編
者
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

旧
志
に
載
す
所
の
奏
疏
は
皆
、
当
時
を
規
切
す
る
も
、
今
日
を
補
す
無
し
。
李
鴻
の
考
略
も
亦
、
志
乗
を
参
稽
し
、
伝
聞
を
雑
採
す

る
も
、
確
見
有
る
に
非
ず
、
徴
実
す
べ
き
に
難
し
。
今
、
寇
氛
は
永
く
靖
ま
り
、
文
武
は
比
歳
入
山
し
一
一
を
巡
査
し
、
諸
を
得
て
、

躬
ら
親
し
く
目
撃
し
、
復
た
向
日
の
懸
揣
、
臆
度
す
る
に
非
ず
。
惟
だ
斥�侯
に
謹
む
こ
と
厳
し
く
し
、
外
匪
は
未
だ
雨
せ
ず
、
綢
繆

の
計
は
施
す
る
を
容
さ
ざ
る
耳
。
謹
ん
で
本
朝
の
蔡
・
胡
二
撫
軍
の
疏
、
及
び
伍
守
議
の
詳
を
前
に
載
せ
、
以
て
慎
固
封
守
す
る
者

の
一
覧
に
資
す
。

以
前
の
地
方
志
に
あ
っ
た
上
奏
は
、
も
は
や
今
日
の
参
考
に
な
ら
ず
、
李
鴻
の
資
料
も
現
在
の
実
情
を
反
映
し
て
い
な
い
。
今
現
在
、
山

寇
の
活
動
は
治
ま
り
、
文
武
の
官
が
、
毎
年
山
に
入
っ
て
巡
視
し
て
い
る
の
で
、
憶
測
や
推
測
で
山
の
状
況
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

監
視
は
厳
し
く
行
い
、
盗
賊
が
活
動
を
行
う
隙
も
な
い
。
こ
こ
に
謹
ん
で
、
本
朝
の
蔡
士
英
・
胡
寶�泉
・
五
諾
爾
の
上
奏
を
掲
載
し
、
以

後
の
官
僚
の
参
考
に
資
す
る
よ
う
に
す
る
、
と
。
ま
る
で
我
が
清
朝
の
官
僚
は
厳
し
く
銅
塘
山
を
監
視
し
、
そ
の
実
情
は
十
分
に
把
握
し

一
二



て
お
り
問
題
は
な
い
、
も
は
や
明
朝
の
官
僚
の
資
料
は
役
に
立
た
な
い
し
、
頼
る
必
要
も
な
い
、
と
い
っ
た
風
で
あ
り
、
明
代
の
官
僚
の

史
料
は
完
全
に
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
同
治

『

上
饒
県
志』

巻
五
阨
塞
に
も
禁
山
の
上
奏
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
や
は
り
明
代
官
僚

の
上
奏
は
載
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
不
掲
載
の
理
由
と
し
て
、
道
光

『

上
饒
県
志』

と
同
様
の
文
を
載
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
乾
隆

『

上
饒
県
志』
以
降
、
明
代
官
僚
に
よ
る
禁
山
に
関
す
る
史
料
は
消
え
、
清
代
官
僚
に
よ
る
上
奏
文
の
み
が
史
料
と
し
て
載
せ
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
お
り
、
明
代
に
制
定
さ
れ
た
禁
山
政
策
が
、
清
朝
の
政
策
と
し
て
定
着
し
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

三

お
わ
り
に

以
上
、
本
稿
で
は
、
東
洋
文
庫
所
蔵
の
地
方
志
か
ら
、
乾
隆

『

上
饒
県
志』

を
取
り
上
げ
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
あ
る
禁
山
政
策
に
関
す

る
記
述
に
注
目
し
て
紹
介
し
た
。
上
饒
県
は
、
江
西
省
の
東
北
に
位
置
す
る
県
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
禁
山
政
策
と
い
う
中
国
独
特
の
政

策
が
採
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
政
策
は
、
民
間
人
が
政
府
の
許
可
な
く
山
地
に
入
る
こ
と
を
禁
じ
る
こ
と
を
い
い
、
上
饒
県
で
は
銅
塘
山
が

禁
山
区
に
指
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
政
策
は
、
明
清
時
代
に
わ
た
っ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
明
清
時
代
を
通
じ
て
、
安

定
し
て
維
持
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
常
に
開
発
か
封
禁
か
で
揺
れ
動
い
た
。
明
代
で
は
、
禁
山
内
の
山
地
資
源
を
狙
っ
て
山
に
入

る
も
の
が
後
を
絶
た
ず
、
禁
山
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
政
府
側
と
開
発
業
者
の
衝
突
が
た
び
た
び
起
こ
り
、
反
乱
や
暴
動
に
発
展
す
る
こ

と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
清
代
で
は
、
そ
の
ま
ま
封
禁
を
維
持
す
る
か
、
山
地
開
発
を
行
う
か
で
、
官
僚
間
で
た
び
た
び
議
論
が
行
わ
れ
た
。

そ
し
て
、
乾
隆
年
間
に
行
わ
れ
た
議
論
の
末
、
禁
山
政
策
は
継
続
す
る
方
向
で
固
ま
っ
て
行
く
。

一
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乾
隆

『

上
饒
県
志』

に
お
い
て
、
禁
山
に
関
す
る
史
料
は
、
巻
六
武
備
、
阨
塞
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
乾
隆
年
間
、
江
西

巡
撫
で
あ
っ
た
胡
寶�泉
と
広
信
知
府
で
あ
っ
た
五
諾
璽
の
上
奏
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
上
奏
は
、
乾
隆
年
間
の
禁
山
区
開
発

を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
禁
山
政
策
の
継
続
と
強
化
を
決
定
づ
け
た
史
料
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
編
纂
さ
れ
た

『

上
饒
県
志』

で
は
、

明
末
清
初
期
の
官
僚
た
ち
の
上
奏
が
、
禁
山
の
参
考
資
料
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
た
が
、
以
後
、
胡
寶�泉
や
五
諾
璽
の
上
奏
が
、
今
後
の

地
方
官
た
ち
の
参
照
す
べ
き
史
料
と
し
て
収
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
今
回
、
紹
介
し
た
乾
隆

『

上
饒
県
志』

は
、
明
よ
り
続
く
禁
山
政

策
が
清
の
政
策
と
し
て
定
着
し
て
ゆ
く
転
換
期
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
地
方
志
で
あ
り
、
明
清
時
代
の
官
僚
が
山
地
の
自
然
環
境
を
ど
の

よ
う
に
認
識
し
、
ど
の
よ
う
に
管
理
し
よ
う
と
し
た
か
を
う
か
が
え
る
重
要
な
史
料
と
い
え
る
。

注

(

１)

山
本
英
史

｢

中
国
の
地
方
志
と
民
衆
史｣

(
神
奈
川
大
学
中
国
語
学
科
創
設
十
周
年
記
念
論
集

『

中
国
民
衆
氏
へ
の
視
座
―
新
シ
ノ
ロ
ジ
ー
・
歴

史
編』

東
方
書
店
、
一
九
九
八
年
。
後
に

『

清
代
中
国
の
地
域
支
配』

慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
七
年
に
再
構
成
さ
れ
、
収
録)

。
他
に

地
方
志
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
井
上
進

｢

方
志
の
位
置｣

(『

山
根
幸
夫
教
授
退
休
記
念
明
代
史
論
叢

(

下)』
(

汲
古
書
院
、
一
九
九
〇
年)

、

山
根
幸
夫

｢

中
国
の
地
方
志
に
つ
い
て
―
県
志
を
中
心
に
―｣

(『

歴
史
学
研
究』

六
四
一
号
、
一
九
九
三
年)

、
劉
光
禄

｢

清
代
編
修
方
志
概
述｣

、

同

｢

方
志
史
略｣

(

い
ず
れ
も
地
方
志
研
究
組
編

『

中
国
地
方
志
論
集』

吉
林
省
地
方
志
編
纂
委
員
会
・
吉
林
省
図
書
館
学
会
、
一
九
八
五
年)

、

馮
爾
康

『

清
史
史
料
学』

(

台
湾
商
務
印
書
館
、
一
九
九
三
年)

、
第
五
章
、
地
方
志
史
料
等
が
あ
る
。

(

２)

同
右

｢

中
国
の
地
方
志
と
民
衆
史｣

。

(

３)

同
治

『

広
信
府
志』

巻
六
之
一
職
官
、
文
職
、
国
朝
、
知
府
。
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(
４)

道
光

『

上
饒
県
志』

巻
一
九
秩
官
、
皇
清
、
知
県
。

(
５)

明
代
の
禁
山
政
策
の
論
考
と
し
て
、
頼
家
度

『

明
代�
陽
農
民
起
義』

(

湖
北
人
民
出
版
社
、
一
九
五
六
年)

、
清
代
の
禁
山
政
策
の
論
考
と
し

て
、
上
田
信

｢

封
禁
・
開
採
・
弛
禁
―
清
代
中
期
江
西
に
お
け
る
山
地
開
発
―｣

(『

東
洋
史
研
究』

第
六
一
巻
、
第
四
号
、
二
〇
〇
三
年)

が

あ
る
。

(

６)

田
中
正
俊
・
佐
伯
有
一

｢

一
五
世
紀
に
お
け
る
福
建
の
農
民
反
乱

(

１)｣
(『

歴
史
学
研
究』

第
一
六
七
号
、
一
九
五
四
年)

。
谷
川
道
雄
・
森

正
夫
編

『

中
国
民
衆
反
乱
史
２
、
宋
〜
明
中
期』

(

平
凡
社
、
一
九
七
九
年)

な
ど
。

(

７)

拙
稿

｢

明
末
民
変
と
山
地
開
発
の
問
題
―
江
西
省
上
饒
県
の
場
合
―｣

(『

東
洋
学
報』

第
八
六
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
五
年)

。

(

８)

康
熙

『

広
信
府
志』

巻
九
、
職
官
志
、
関
隘
、
封
禁
附
、｢

封
禁
題
疏｣

。
康
熙

『

上
饒
県
志』

巻
一
〇
要
害
志
、｢

封
禁
題
疏｣

。

(

９)

裴�率
度

｢

為
備
陳
封
禁
山
情
形
伏
祈
睿�
事｣

(『

宮
中
档
雍
正
朝
奏
摺』

第
三
輯
、
八
九
七
〜
八
九
八
頁
、
雍
正
三
年
二
月
二
六
日
、
及
び

『

雍
正
朝
漢
文�
批
奏
摺
彙
編』
第
四
冊
、
五
二
九
〜
五
三
〇
頁
、
雍
正
三
年
二
月
二
六
日)

。
前
掲

｢

封
禁
・
開
採
・
弛
禁
―
清
代
中
期
江
西

に
お
け
る
山
地
開
発
―｣

。

(

10)

前
掲

｢

封
禁
・
開
採
・
弛
禁
―
清
代
中
期
江
西
に
お
け
る
山
地
開
発
―｣

。

(

11)
『

清
史
稿』

巻
三
〇
八
胡
寶�泉
伝
。

(

12)

同
治

『

広
信
府
志』

巻
六
之
一
職
官
、
文
職
、
国
朝
、
知
府
。

(

13)

前
掲

｢

封
禁
・
開
採
・
弛
禁
―
清
代
中
期
江
西
に
お
け
る
山
地
開
発
―｣

。

(

14)

同
右

｢

封
禁
・
開
採
・
弛
禁
―
清
代
中
期
江
西
に
お
け
る
山
地
開
発
―｣

。
(

15)

康
熙

『

上
饒
県
志』

は
中
国
国
家
図
書
館
、
乾
隆
九
年
刊

『

上
饒
県
志』

は
中
国
国
家
図
書
館
分
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

(

16)

前
掲

｢

明
末
民
変
と
山
地
開
発
の
問
題
―
江
西
省
上
饒
県
の
場
合
―｣

。

(

17)

裴�率
度

｢

為
備
陳
封
禁
山
情
形
伏
祈
睿�
事｣

(『

宮
中
档
雍
正
朝
奏
摺』
第
三
輯
、
八
九
七
〜
八
九
八
頁
、
雍
正
三
年
二
月
二
六
日
、
及
び

一
五



『

雍
正
朝
漢
文�
批
奏
摺
彙
編』

第
四
冊
、
五
二
九
〜
五
三
〇
頁
、
雍
正
三
年
二
月
二
六
日)

。

(

早
稲
田
大
学
人
間
科
学
部
非
常
勤
講
師)
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